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●男女共同参画社会基本法
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●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）
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●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）
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●鹿児島市男女共同参画推進条例
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●鹿児島市男女共同参画審議会規則
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●男女共同参画に関する年表
年
1975

（昭和50）
○国際婦人年
○国際婦人年世界会議（メキ
　シコシティ）「世界行動計画」
　採択

○「婦人問題企画推進本部」
　及び「婦人問題企画推進会
　議」設置
○「総理府婦人問題担当室」
　設置

1976
（昭和51）

○「国連婦人の10年」スター
　ト（～1985）

○「民法」改正（離婚後にお
　ける婚氏続称制度の新設）

1977
（昭和52）

○「国内行動計画」策定
○「国立婦人教育会館（現国
　立女性教育会館）」設置

1979
（昭和54）

○「女子に対するあらゆる形
　態の差別の撤廃に関する条
　約（女子差別撤廃条約）」
　採択（国連総会）

○「青少年婦人課」設置
○「婦人関係行政推進連絡会
　議」及び「婦人問題懇話会」
　設置

1980
（昭和55）

○「国連婦人の10年」中間年
　世界会議(コペンハーゲン）

○「女子差別撤廃条約」署名
○「民法」改正（配偶者の相
　続分引き上げ）

○「婦人の生活実態と意識調
　査」実施

○「婦人青少年課」設置

1981
（昭和56）

○「鹿児島県婦人対策基本計
　画」策定

○「女子差別撤廃条約」発効

1984
（昭和59）

○「国籍法」及び「戸籍法」
　改正（父母両系主義採用）

○「鹿児島市婦人問題懇話会」
　設置
○「鹿児島市婦人に関する行
　政推進連絡会議」設置

1985
（昭和60）

○「国連婦人の10年」最終年
　世界会議（ナイロビ)「婦人
　の地位向上のためのナイロ
　ビ将来戦略」採択

○「女子差別撤廃条約」批准
○「国民年金法」改正（女性
　の年金権の確立）

1986
（昭和61）

○「雇用の分野における男女
　の均等な機会及び待遇の確
　保等に関する法律（男女雇
　用機会均等法）」施行

○「婦人に関する施策への提
　言」(婦人問題懇話会）

1987
（昭和62）

○「西暦2000年に向けての
　新国内行動計画」策定

○「女性問題に関する県民意
　識調査」実施

○「婦人の地位向上のための
　ナイロビ将来戦略に関する
　第１回見直しと評価に伴う
　勧告及び結論」採択（国連
　経済社会理事会）

○「婦人政策室」設置

○「西暦2000年に向けての
　新国内行動計画」第１次改
　定

○「女性政策室」に改称
○「鹿児島女性プラン21」策
　定
○「鹿児島女性プラン21推進
　会議」及び「鹿児島県女性
　行政連絡会議」設置

1989
（平成元）

1990
（平成2）

1991
（平成3）

1992
（平成4）

○「育児休業等に関する法律
　（育児休業法）」施行
○婦人問題担当大臣を任命

○「女性青少年課」に改称
○「女性問題に関する意識調
　査」実施
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1993
（平成5）

○世界人権会議「ウィーン宣
　言」採択
○「女性に対する暴力の撤廃
　に関する宣言」採択（国連
　総会）

○「短時間労働者及び有期雇
　用労働者の雇用管理の改善
　等に関する法律（パートタ
　イム・有期雇用労働法）」
　施行
○中学校での家庭科の男女必
　修完全実施

○「鹿児島市女性問題懇話会」
　に改称
○「鹿児島市女性に関する行
　政推進連絡会議」に改称
○「かごしま市女性プラン
　（仮称）策定に向けての提
　言」（女性問題懇話会）

1994
（平成6）

○国際人口開発会議(カイロ）
　「カイロ行動計画」採択

○「男女共同参画室」、「男女
　共同参画審議会」、「男女共
　同参画推進本部」設置
○高校での家庭科の男女必修
　実施

○企画部に「女性政策課」新
　設
○「かごしま市女性プラン」
　策定

1995
（平成7）

○第４回世界女性会議（北京）
　「北京宣言及び行動綱領」
　採択

○「ILO156号条約」批准
○「育児休業、介護休業等育
　児又は家族介護を行う労働
　者の福祉に関する法律（育
　児・介護休業法）」成立

○鹿児島県「女性の翼」団員
　を世界女性会議へ派遣
○「鹿児島の男女の意識に関
　する調査」実施

1996
（平成8）

○「男女共同参画2000年プラ
　ン」策定

1997
（平成9）

○「男女雇用機会均等法」改正

1998
（平成10）

○「婦人週間」から「女性週
　間」へ

1999
（平成11）

○「男女共同参画社会基本法」
　施行

○「かごしまハーモニープラ
　ン」策定

○「男女共同参画に関する意
　識調査」実施

2000
（平成12）

○国連特別総会「女性2000年
　会議」（ニューヨーク）「政
　治宣言」及び「成果文書」
　採択

○「男女共同参画基本計画」
　策定
○「ストーカー行為等の規制
　等に関する法律（ストーカー
　規制法）」施行
○「児童虐待の防止等に関す
　る法律（児童虐待防止法）」
　施行

2001
（平成13）

○「配偶者からの暴力の防止
　及び被害者の保護に関する
　法律（DV防止法）」施行
○第１回男女共同参画週間
○女性に対する暴力をなくす
　運動
○「男女共同参画局」及び
　「男女共同参画会議」設置
○「育児・介護休業法」改正

○「男女共同参画室」に改称
○「鹿児島の男女の意識に関
　する調査」実施

○「男女共同参画センター」
　 開館
○「男女共同参画都市かごし
　ま」を宣言
○「『かごしま市女性プラン』
　改訂に当たっての基本的な
　考え方」提言（女性問題懇
　話会）

2002
（平成14）

○「鹿児島県男女共同参画推
　進条例」施行
○「鹿児島県男女共同参画審
　議会」設置
○婦人相談所（現女性相談セ
　ンター）を配偶者暴力相談
　支援センターに指定

○「鹿児島市男女共同参画計
　画」策定
○「女性に対する暴力に関す
　る調査」実施
○「男女共同参画推進懇話会」
　に改称
○「男女共同参画推進連絡会
　議」に改称

2003
（平成15）

○「次世代育成支援対策推進
　法」及び「少子化社会対策
　基本法」施行

○「男女共同参画センター」
　設置
○「青少年男女共同参画課」
　設置

2004
（平成16）

○「DV防止法」改正
○「育児・介護休業法」改正

○「配偶者等からの暴力対策
　会議」設置

2005
（平成17）

○第49回国連婦人の地位委員会
　「北京+10」（ニューヨーク）

○「第２次男女共同参画基本
　計画」策定

○「男女共同参画に関する市
　民意識調査」実施
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2006
（平成18）

○「男女雇用機会均等法」改正 ○「配偶者等からの暴力の防
　止及び被害者支援計画」策
　定
○男女共同参画センターを配
　偶者暴力相談支援センター
　に指定

○「男女共同参画推進課」に
　改称

2007
（平成19）

○「DV防止法」改正
○「パートタイム・有期雇用
　労働法」改正
○「仕事と生活の調和（ワーク・
　ライフ・バランス）憲章」
　及び「仕事と生活の調和推
　進のための行動指針」策定

○「鹿児島の男女の意識に関
　する調査」実施
○婦人相談所の移転及び女性
　相談センターへの名称変更

○「鹿児島市男女共同参画計
　画（改訂版）」策定
○「夫婦やパートナーとの日
　常生活についてのアンケー
　ト」実施
○「ＤＶ防止庁内連絡会議」
　設置

2008
（平成20）

○「次世代育成支援対策推進
　法」改正

○「鹿児島県男女共同参画基
　本計画」策定

2009
（平成21）

○「育児・介護休業法」改正 ○「配偶者等からの暴力の防
　止及び被害者支援計画」改
　定

2010
（平成22）

○第54回国連婦人の地位委員
　会「北京+15」（ニューヨー
　ク）

○「第３次男女共同参画基本
　計画」策定
○「仕事と生活の調和（ワーク・
　ライフ・バランス）憲章」
　及び「仕事と生活の調和推
　進のための行動指針」改定

○「男女共同参画に関する市
　民意識調査」実施

2011
（平成23）

○「鹿児島の男女の意識に関
　する調査」実施

○UN Women 正式発足 ○「第２次鹿児島市男女共同
　参画計画の策定に向けた提
　言」（男女共同参画推進懇
　話会）

2012
（平成24）

○第56回国連婦人の地位委員
　会「自然災害におけるジェ
　ンダー平等と女性のエンパ
　ワーメント」決議案採択
○第１回女性に関するASEAN
　閣僚級会合（ラオス）

○「女性の活躍促進による経
　済活性化」行動計画～働く
　「なでしこ」大作戦～策定
○子ども・子育て関連３法の
　成立

○「第２次鹿児島市男女共同
　参画計画」策定（「鹿児島市
　DV対策基本計画」策定）

2013
（平成25）

○「DV防止法」改正
○「ストーカー規制法」改正

○「第２次鹿児島県男女共同
　参画基本計画」策定

○「鹿児島市配偶者暴力相談
　支援センター」設置
○「鹿児島市ＤＶ防止対策委
　員会」設置

2014
（平成26）

○「パートタイム・有期雇用
　労働法」改正
○「次世代育成支援対策推進
　法」改正

○「鹿児島市男女共同参画推
　進条例」施行
○「男女共同参画審議会」設
　置
○「男女共同参画推進懇話会」
　廃止

2015
（平成27）

○第59回国連女性の地位委員
　会「北京+20」（ニューヨー
　ク）
○「持続可能な開発のための
　2030アジェンダ（SDGs）」
　採択（国連サミット）

○「女性の職業生活における
　活躍の推進に関する法律
　（女性活躍推進法）」一部施行
○「第４次男女共同参画基本
　計画」策定

○「男女共同参画に関する市
　民意識調査」実施
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2016
（平成28）

○「女性の能力開花のための
　G７行動指針」及び「女性
　の理系キャリア促進のため
　のイニシアティブ」に合意
　（G７伊勢志摩サミット）

○「男女雇用機会均等法」改正
○「育児・介護休業法」改正
○「ストーカー規制法」改正
○「女性活躍推進法」全面施行

○「男女共同参画に関する県
　民意識調査」実施
○「鹿児島県女性活躍推進会
　議」設置
○「女性活躍推進に関する企
　業実態調査」実施

2017
（平成29）

○「育児・介護休業法」改正 ○「鹿児島県女性活躍推進計
　画」策定

○「第２次鹿児島市男女共同
　参画計画」改定（「鹿児島
　市DV対策基本計画」改定、
　「鹿児島市女性活躍推進計
　画」策定）

2018
（平成30）

○「政治分野における男女共
　同参画の推進に関する法律
　（候補者男女均等法）」施行
○「パートタイム・有期雇用
　労働法」改正

○「第３次鹿児島県男女共同
　参画基本計画」策定

○第５回国際女性会議
　WAW!/W20（日本）

○「女性活躍推進法」、「男女
　雇用機会均等法」、「育児・
　介護休業法」等改正（ハラ
　スメント対策強化）
○「DV防止法」改正
○「働き方改革を推進するた
　めの関係法律の整備に関す
　る法律」施行

○第64回国連女性の地位委員
　会「北京+25」（ニューヨー
　ク）

○「第５次男女共同参画基本
　計画」策定

○「男女共同参画に関する市
　民意識調査」実施

○「候補者男女均等法」改正
○「育児・介護休業法」改正

○「男女共同参画に関する県
　民意識調査」実施
○「男女共同参画に関する企
　業実態調査」実施

○「第３次鹿児島市男女共同
　参画計画の策定に向けた提
　言」（男女共同参画審議会）

2019
（平成31）
（令和元）

2020
（令和2）

2021
（令和3）

2022
（令和4）

○「第３次鹿児島市男女共同
　参画計画」策定（「第２次
　鹿児島市DV対策基本計画」
　「第２次鹿児島市女性活躍
　推進計画」策定）
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●用語解説（本編中＊印が付いている用語）・・・各用語に付したページは最初に出てくるページです。

【　あ行　】
◆アンコンシャス・バイアス（unconscious bias）　・・・P10
　unconscious（無意識）と bias（偏見）の二つの単語からなり、「無意識の偏見」「無意識の思い込み」
などと訳される。自分自身は気付いていない「ものの見方やとらえ方のゆがみや偏り」を指し、過去の
経験や習慣、価値観、日々接する情報などから無意識のうちに生じるものである。アンコンシャス・バ
イアスは誰にでもあるもので、「決めつけ」や「押し付け」は周囲に悪影響を与えるおそれがある。
（例）男性は理系、女性は文系が得意／家事は女性に向いている／定時で帰る社員はやる気がない／
　　　血液型で相手の性格を想像してしまう

◆育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）　・・・P19
　仕事と家庭の両立を図るため、1991（平成３）年に育児休業法が成立し、その後介護休業が加えら
れた。育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するため、両立を支援する各種制
度の充実が進められている。

◆イクボス　・・・P19
　「部下や同僚等の育児や介護、ワーク・ライフ・バランス等に配慮・理解のある上司」のこと。

◆一時保護　・・・P29
　被害者やその子ども等の安全確保のため、緊急的に保護を行うとともに、心身の休養、今後の生活に
ついての相談、情報提供などの支援を行う。

◆ＳＤＧｓ（エスディージーズ）　・・・P1
　Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。
　2015（平成27）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に
て記載された2030（令和12）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。17のゴール・
169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っ
ている。

◆エンパワーメント　・・・P1
　政治、経済、社会、家庭などのあらゆる分野で、自分たちのことは自分たちで決め行動できるような
能力を身につけること。またはその能力を引き出すこと。

【　か行　】
◆家族経営協定　・・・P17
　家族で農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業経
営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話
し合いに基づき取り決めるもの。

◆クオータ制（割当制）　・・・P14
　人種や性別などを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度。発祥地であるノルウェーでは、1978（昭
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和53）年に男女平等法を制定し、公的機関の男女比率を明記。その後、世界中に普及し、さまざまな団
体で用いられている。ポジティブ・アクション（積極的改善措置）の手法の一つ。

◆固定的性別役割分担意識　・・・P1
　男女を問わず個人の能力や適性等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、男性、
女性という性別を理由として役割を固定的に分けること。

【　さ行　】
◆災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～　・・・P21
　地方公共団体が災害対応に当たって取り組むべき事項をまとめたガイドライン。2020（令和２）年
５月に内閣府男女共同参画局が策定。女性と男性が災害から受ける影響の違いなどに十分に配慮された
女性の視点からの災害対応が行われることが、防災や減災、災害に強い社会の実現に必須であるとし策
定されたもの。

◆ジェンダー　・・・P1
　「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セックス /
sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」が
あり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー/gender）という。
「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的に
も使われている。

◆ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index ：ＧＧＩ）　・・・P1
　政治・経済・教育・保健の４つの分野のデータから各国の男女平等格差を示す指標であり、０が完
全不平等、1が完全平等を示している。世界経済フォーラム（World Economic Forum：ＷＥＦ）が
2006（平成18）年から毎年公表している。世界経済フォーラムは、経済、政治、学究、その他の社会
におけるリーダーたちが連携することにより、世界、地域、産業の課題を形成し、世界情勢の改善に取
り組むことを目的とした国際機関。

◆ジェンダー主流化　・・・P1
　あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため、全ての政策、施策及び事業について、ジェンダー
の視点を取り込むこと。

◆女子差別撤廃条約（女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約）　・・・P1
　1979（昭和54）年に国連総会で日本を含む130か国の賛成によって採択され、1981（昭和56）年に
発効。日本は1985（昭和60）年に批准。女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、
具体的には、女子に対する差別を定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係等あらゆ
る分野での男女の平等を規定している。

◆女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）　・・・P2
　女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進することで、男女の人権が尊重され、かつ、急
速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある
社会を実現することを目的とする法律。2015（平成27）年公布・施行。10年間の時限立法。
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◆政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（通称「候補者男女均等法」）　・・・P2
　政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発
展に寄与することを目的とする法律。2018（平成30）年に公布・施行。国や地方議会の選挙において
男女の候補者数ができる限り均等となること等を基本原則とする。

◆性的少数者　・・・P23
　同性に恋愛感情をもつ人や、自分の性に違和感がある人など、性的指向や性自認等に関してのありよ
うが多数派とは異なるとされる人々のこと。「セクシュアルマイノリティ」、「性的マイノリティ」とも
いう。
　性的少数者の総称の一つ「ＬＧＢＴ」は、Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男
性同性愛者）、Bisexual（バイセクシュアル、両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、性同
一性障害など心と体の性が一致しない人）の頭文字をとった言葉。
※SOGI（ソジ／ソギ） ： Sexual Orientation（性的指向） and Gender Identity（性自認） の頭文字
　例えば、LGBTが「誰」を指すのに対して、SOGI は「どんな性別を好きになるのか（性的指向）」、
「自分自身をどういう性だと認識しているのか（性自認）」という「状態」を指し、誰もが持ってい
る要素である。

◆セクシュアル・ハラスメント　・・・P26
　相手を不快にさせる性的な言動のことで、特に雇用の場においては、性的な言動への対応によって労
働条件に不利益を受ける「対価型」と、就業環境が害される「環境型」がある。

【　た行　】
◆男女共同参画基本計画　・・・P1
　男女共同参画社会基本法第13条に基づき国が定めた、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的
な計画。2020（令和２）年に第５次男女共同参画基本計画が策定された。

◆男女共同参画社会　・・・P1
　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す
る機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、
かつ、共に責任を担うべき社会のこと。

◆男女共同参画社会基本法　・・・P2
　男女共同参画社会の形成を推進する上で法的根拠となる法律。1999（平成11）年６月制定。前文では、
男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野
において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが明確にされている。

◆男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律）　・・・P2
　雇用分野における男女の均等な機会と待遇の確保を図るとともに、女性労働者が性別により差別され
ることなく、かつ母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすることを目的とす
る法律。1997（平成９）年の改正では、採用・昇進・教育訓練等での女性に対する差別の禁止、セクシュ
アル・ハラスメント防止措置の義務化、2006（平成18） 年の改正では、男女双方に対する差別の禁止、
妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止、2017（平成29）年の改正では、妊娠・出産等に関す
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るハラスメントに対する防止措置が義務付けられた。

◆男性中心型労働慣行　・・・P16
　長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方を前提とする労働慣行のこと。

◆ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）　・・・P3
　配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。身体的暴力だけでな
く、精神的暴力（大声で怒鳴る、無視するなど）、経済的暴力（生活費を渡さないなど）、性的暴力（性
的行為を強要する、避妊に協力しないなど）など多岐にわたる。

◆ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）　・・・P2
　配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護を図ることを目的とする法律。2001（平成13）年に公布・施行。「配偶者」には、婚姻
の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含み、男性、女性の別は問わない。また、離婚後（事実上離
婚したと同様の事情に入ることを含む。）も引き続き暴力を受ける場合を含む。2013（平成25）年の改
正で、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても法の適用対象となった。

◆デートＤＶ　・・・P26
　婚姻関係になく、同居もしていない恋人同士の間で起こる暴力のこと。

◆特定事業主行動計画　・・・P15
　次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体の機関に対し策定、公表
が義務付けられた行動計画。次世代育成支援対策推進法では、職員の仕事と子育ての両立等に向けた環
境整備や目標、取組内容等について、女性活躍推進法では、勤続年数や労働時間、管理職比率の男女差
や女性採用比率などの状況を把握し、数値目標とともに取組内容を定めなければならない。

【　な行　】
◆二次被害　・・・P28
　被害者が、相談した身近な人の心無い言葉や、相談、保護、捜査、裁判等に携る職務関係者の不適切
な言動により、さらに精神的に傷ついてしまうこと。

【　は行　】
◆配偶者暴力相談支援センター　・・・P3
　ＤＶ防止法に基づき、被害者の相談に応じ、一時保護や自立支援のための情報提供、助言等の援助を
行う機能を果たす都道府県、市町村の機関。

◆ハラスメント（Harassment）　・・・P16
　さまざまな場面での「嫌がらせ、いじめ」のこと。他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係
なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指す。セク
シュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントのほか、ジェンダー・ハラスメント（性に関する固定
観念や差別意識にもとづく言動）、モラル・ハラスメント（言葉や態度による精神的な嫌がらせ）など
さまざまな種類が存在する。
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◆保護命令　・・・P29
　ＤＶ防止法に基づく制度で、配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者
が、配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大き
いときに、裁判所が被害者からの申立てにより、配偶者に対し発する命令をいう。
保護命令には、接近禁止命令（６か月間）、退去命令（２か月間）、電話等禁止命令（６か月間）がある。

◆ポジティブ・アクション（積極的改善措置）　・・・P15
　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画す
る機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機
会を積極的に提供することを言う。

【　ら行　】
◆ライフステージ　・・・P3
　人の一生を幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期などに分けた、それぞれの段階。

◆リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）　・・・P23
　1994（平成６）年の国際人口・開発会議において提唱された概念。リプロダクティブ・ヘルスは、
個人、特に女性の健康の自己決定権を保障する考え方。健康とは、身体的、精神的及び社会的に良好な
状態にあることを意味する。リプロダクティブ・ライツは、それをすべての人々の基本的人権として位
置付ける理念。リプロダクティブ・ヘルス／ライツの中心課題には、子どもを産むか産まないか、いつ
何人子どもを産むかを選ぶ自由、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれてい
る。

【　わ行　】
◆ワーク・ライフ・バランス　・・・P2
　仕事と生活の調和のこと。一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす
とともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な
生き方が選択・実現できること。
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男女共同参画都市かごしま宣言
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